
初期値 目標値

H28年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

15件 － 3件 15件 23件 33件 100件

－ － － － －

初期値 目標値

H28年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 毎年度

-1.0% - - - -1.0% -1.7% 縮小

- - - - -

初期値 目標値

H24年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

11,684系統 13,342系統 16,165系統 20,196系統 21,951系統 集計中 17000系統

− − − − −

初期値 目標値

H20年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H30年度

97.1% 98.6% 98.3% 98.6% 98.5% 98.6% 100%

− − − − −

初期値 目標値
①H24年度
②H23年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

100% 100% 100% 100% 100% 100% A 100%

100% 100% 100% 96% 100% 96% B 100%

− − − − −

初期値 目標値

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

4件 6 6 8 9 10 10件

− − − − −

初期値 目標値

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

311市町村 338市町村 362市町村 516市町村 535市町村 555市町村 700市町村

− − − − −

108 地方バス路線の維持率

実績値
評価

106 地方部（三大都市圏を除く
地域）における乗合バス及び地
域鉄道の輸送人員の前年度比
減少率

実績値
評価

B

②航空路

実績値

年度ごとの目標値

107 バスロケーションシステム
が導入された系統数*

実績値

年度ごとの目標値
B

実績値
評価

年度ごとの目標値

110 鉄道事業再構築実施計画
（鉄道の上下分離等）の認定件
数*

実績値
評価

A

109 航路、航空路が確保されてい
る有人離島の割合（①航路*、②
航空路*)

①航路

111 デマンド交通の導入数

A
年度ごとの目標値

評価

A

施策目標個票
（国土交通省30－㉗）

施策目標 地域公共交通の維持・活性化を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

地域の経済活動、住民の日常生活や社会生活を支える基盤として必要不可欠な地域公共交通について支援を行う
ところにより維持・活性化を推進する。

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

業績指標

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

105 地域公共交通再編実施計
画の認定総数*

実績値

③相当程度進展あり

評価

年度ごとの目標値

評価結果

施策目標全体として、「交通政策基本計画」を踏まえ、引き続き目標達成に向けた
取組を推進していく。さらに、持続可能で地域最適な利便性の高い交通ネットワーク
の維持・確保を図るため、地域交通フォローアップ・イノベーション検討会等の議論
を踏まえ、今年度中に必要な制度改正等に着手する。

評価

B

主要業績指標105は目標達成に向けた成果を示しておらず、主要業績指標109②
は目標を達成していないが、主要業績指標109①及び主要業績指標110は目標達
成、主要業績指標107は目標を大きく上回る実績となっており、これらを含め業績指
標の全９評価項目のうち、５評価項目で目標を達成しているため、「③相当程度進
展あり」と判断した。

施策の分析

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

地域公共交通の維持・活性化の推進については、自動車、鉄道、旅客船、航空の
各モードで取り組んでいる。地方公共団体へのノウハウ面での支援や、地域公共
交通確保維持改善事業等による財政的支援も活用し、各業績指標において、関連
する事業が有効かつ効率的に寄与している。
特に、地域公共交通網形成計画（参考指標70）については、平成３１年３月末現在
で500件の計画が策定されており、持続可能で地域最適な地域交通の形成に向け
た取組が進められている。



初期値 目標値

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

24.6% 26.3% 27.1% 28.6% 30.4% 32.4% 35.0%

− − − − −

初期値 目標値

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

12 10 8 6 6 6 0

－ － － － －
初期値 目標値
H23年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

約11,000万人 約11,500万人 約11,500万人 約10,400万人 集計中 集計中 約12,000万人

－ － － － －
初期値 目標値

①H23年度
②③H25年

度
④H21年度

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

約1,200人 約1,500人 約1,500人 約1,500人 集計中 集計中 約2,500人

約6,700人 約6,900人 - 約7,300人 約9,200人 集計中 約14,000人

約20,000人 約20,000人 約20,000人 約20,000人 約20,000人 約20,000人 約40,000人

約2,400人 3,394人 3,623人 4,091人 3,980人 4,065人 約4,800人

－ － － － －
初期値 目標値
H26年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R2年度

26件 26件 159件 273件 410件 500件 500件
－ － － － －

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
29,663 27,308 24,839 25,907
<266> <259> <250> <261>
1,126 2,511 3,364 -

<0> <0> <0>
6,690 2,070 3,758 -

<0> <0> <0>
37,479 31,889 31,961 25,907
<266> <259> <250> <261>
33,526 27,256
<266> <259>
2,070 3,758

<0> <0>
1,883 875

<0> <0>

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（令和元年6月28日）

担当部局名 総合政策局 作成責任者名
地域交通課
（課長　片山　敏宏）

政策評価実施時期 令和元年8月

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

参考指標

区分 R2年度要求額

評価

年度ごとの目標値

評価

年度ごとの目標値

評価

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

年度ごとの目標値

前年度繰越等（c）

参70 地域公共交通網形成計
画の策定件数

実績値

③トラック運転手

実績値

実績値

評価

施策の予算額・執行額等
【参考】

112 LRTの導入割合（低床式路
面電車の導入割合）

A
年度ごとの目標値

評価

実績値

参68 高速バスの輸送人員
実績値

参67 相互利用可能な交通系
ICカードが導入されていない都
道府県の数

合計（a＋b＋c）

④自動車整備士（２級）

不用額（百万円）

年度ごとの目標値

参69 道路運送事業等に従事
する女性労働者数

①バス運転手
②タクシー運転手



業績指標１０５ 

 地域公共交通再編実施計画の認定総数* 

 

 

（指標の定義） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）に基づく地域公共交通再編実施計画認定総

数 

（目標設定の考え方・根拠） 

地域公共交通再編実施計画は、地域公共交通ネットワークの再構築について具体的な取組を記載するものであり、

その事業実施に当たっては、国土交通大臣による認定が必要である。 

地域公共交通再編実施計画の策定に対して具体的な意向を表明している地方公共団体は、平成３１年３月末時点で

８７団体あり、これらの団体に対するノウハウ提供や相談対応等による支援を行っていくことにより、令和２年度ま

でに認定件数が１００件を超えることを実現する。 

（外部要因） 

地方公共団体による関係者との調整の難易度の差異 

（他の関係主体） 

 総務省、公安委員会、地方公共団体（計画策定主体）等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第法律４１号） 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改

正する法律（平成２７年法律２８号） 

  ・「まち・ひと・しごと創生基本方針」2018 （平成３０年６月１５日） 

   ５．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

― ３ １５ ２３ ３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００件（令和２年度） 

実績値： ３３件（平成３０年度） 

初期値： １５件（平成２８年度） 



主な事務事業等の概要 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地 

域鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。 

（平成３０年度予算額２０９億円） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成３０年度末時点での実績値は３３件となっており、毎年度認定件数は伸びているが、順調ではない。 

（事務事業等の実施状況） 

地域公共交通の維持・活性化の推進に向け、地方公共団体向けのセミナー・研修の開催等のノウハウ支援に加え、

平成２３年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業により、公共交通の確保・維持・改善を目的とした地 

域の取組を支援している。 

なお、地域公共交通網形成計画については、平成３１年３月末現在で５００件の計画が策定されており、持続可

能で地域最適な地域交通の形成に向けた取組が進められている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

地域公共交通再編実施計画の策定件数の実績値は上記のとおりであり、目標の達成に向けて順調に推移している

とは言えないため、評価は「Ｂ」とした。今後も一定のペースで計画の策定及び認定は進んでいくものと考えられ

るが、再編実施計画の策定にあたっては、具体的な運行計画を詳細に定める必要があるため、地方公共団体による

交通事業者や住民との調整が必要になり、多大な時間と労力を必要とする。引き続き、地域公共交通活性化再生法

の趣旨を踏まえた質の高い計画が策定されるよう、地方公共団体への支援を行う。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局 地域交通課（課長 片山 敏宏） 

関係課：自動車局 旅客課（課長 早船 文久） 

    海事局 内航課（課長 秋田 未樹） 

    航空局 航空ネットワーク部 航空事業課 地方航空活性化推進室（室長：植木 隆央） 

    鉄道局 鉄道事業課 地域鉄道支援室（室長 西尾 佳章） 

 



業績指標１０６ 

 地方部（三大都市圏を除く地域）における乗合バス及び地域鉄道の輸送人員の前年度比減少率 

 

 

（指標の定義） 

地方部（三大都市圏を除く地域）における乗合バス及び地域鉄道の輸送人員の前年度比減少率を毎年度低下させる。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２６年の改正地域公共交通活性化再生法施行以降、平成３１年３月末現在で５００件の地域公共交通網形成計

画が策定されており、持続可能で地域最適な地域交通の形成に向けた取組が進められている。このような地域公共交

通網形成計画に係るアウトカム指標として、地域における公共交通輸送人員の減少に歯止めをかけるという観点の指

標を設定し、毎年度輸送人員の減少率を低下させることを実現する。 

（外部要因） 

人口減少、少子高齢化、地方都市の市街地内の人口密度低下、地方部における高齢者を含めたマイカー分担率の高

さ、地方部の事業者の経営悪化、乗合バス運転手の人手不足、訪日外国人の増加に伴う需要増、ＡＩ等課題解決に資

する新技術の開発等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  新経済・財政再生計画改革工程表 2018（平成３０年１２月２０日） 

  ３－３ 人口減少時代に対応したまちづくり 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

― ― ― －１．０％ ※－１．７％ 

※５月７日時点の速報値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地 

域鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。 

（平成３０年度予算額２０９億円） 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：減少率を毎年度縮小 

実績値：－１．７％ （平成２９年度）※速報値 

初期値：－１．０％ （平成２８年度） 



 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２９年度末の実績値は－１．７％であり、減少率は０．７％大きくなったため、順調ではないといえる。 

本指標をアウトカムと捉えた場合、アウトプット指標となる指標の動向を分析すると、参考指標 70「地域公共交

通網形成計画の策定件数」については、平成 31 年３月末現在で 500 件の計画が策定され、目標年度令和２年度の

目標値を前倒しで達成しており、持続可能で地域最適な地域交通の形成に向けた取組が進められている一方、業績

指標 105「地域公共交通再編実施計画の認定総数」は目標に向かって順調とは言えないため、地域公共交通ネット

ワークの再構築について地方公共団体における取組を更に加速化させる必要がある。 

（事務事業等の実施状況） 

地域公共交通の維持・活性化の推進に向け、平成２３年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業により、

公共交通の確保・維持・改善を目的とした地域の取組を支援している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値が目標を達成できていないことから、「Ｂ」と評価した。 

本業績指標には、人口減少、少子高齢化、地方都市の市街地内の人口密度低下、地方部における高齢者を含めた

マイカー分担率の高さの一方で高齢者の足の確保の必要性の増大、地方部の事業者の経営悪化、その一方でこれら

諸課題を解決するＡＩ等の新技術の出現や新モビリティサービスの構築など様々な外部要因が複合的に関わって

いる。 

このため、平成３０年度に「地域交通フォローアップ・イノベーション検討会」を設置し、地域における交通ネ

ットワークの維持・確保に向け、地方公共団体・交通事業者等の多様な主体の連携・協同により、持続可能で地域

最適な利便性の高い交通ネットワークの維持・確保を可能とする政策のあり方等を幅広く検討し、今年度中に必要

な制度改正等に着手する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局 地域交通課（課長 片山 敏宏） 

関係課：自動車局 旅客課（課長 早船 文久） 

    鉄道局 鉄道事業課 地域鉄道支援室（室長 西尾 佳章）  

 



業績指標１０７ 

 バスロケーションシステムが導入された系統数* 

 

 

（指標の定義） 

バスロケーションシステム（無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの走行位置をバス停等で表示し、バス待ち客の

利便を向上するシステム）を導入した乗合バスの系統数 

（目標設定の考え方・根拠） 

公共交通機関の利用者利便向上のための施策の進捗状況を図る指標として、これまでの伸び率を踏まえつつ、今後

の取組を見込んで設定 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 バス事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）「歩行者や公共交通機関の利用者に対してバリアフリー情報、経路

情報等の交通に関する情報を低コストで分かりやすく提供するため、スマートフォンや各種情報案内設備等を利用

した交通に関する情報の提供方策を検討する。」第２章．基本的方針Ａ．目標④ 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：系統数 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

１３，３４２ １６，１６５ ２０，１９６ ２１，９５１ 集計中 

 

 
 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１７，０００系統（令和２年度） 

実績値：２１，９５１系統（平成２９年度） 

初期値：１１，６８４系統（平成２４年度） 



 

 

主な事務事業等の概要 

訪日外国人旅行者数 4,000 万人、6,000 万人の実現に向け、滞在時に快適性及び観光地までの移動円滑化を図るため、

訪日外国人旅行者の受入環境整備を行うための緊急対策を促進する。 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）予算額 96 億円の内数（平

成 29 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 30 年度の実績値は集計中であるが、バスロケーションシステムを導入した乗合バスの系統数の実績値は、 

平成 29 年度に 21,951 系統に達しており、目標年度に目標値を達成している。「訪日外国人旅行者受入環境整備緊

急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）」及び令和元年度に創設された「観光振興事業」を有効に

活用することで実績値は増加するものと考えられる。 

（事務事業等の実施状況） 

バスロケーションシステムの導入等に対しては、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスイ

ンバウンド対応支援事業）として平成 29 年度に 37 件の補助を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実績値は平成 29 年度に 21,951 系統に達しており、目標年度に目標値 17,000 系統を達成しているため「Ａ」と

評価した。バスの利便性向上への取組は積極的に推進しているところであるが、訪日外国人旅行者向けの対応がさ

れていないバス停や情報提供のあり方など、解消すべき課題が残っている。 

そこで、今後も補助制度の活用や関係機関との協力等により、バス事業者のインバウンド対応のための取組を支

援し、訪日外国人旅行者が安心かつ円滑に目的地へ到着できるよう環境整備に取り組んでいく必要がある。 

引き続き「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）」及び「観

光振興事業」による支援を行うこととしたい。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 早船 文久） 

関係課： 該当なし 

 



業績指標１０８ 

 地方バス路線の維持率 

 

 

（指標の定義） 

「地方バス路線」とは、地域間幹線系統における生活交通確保のため、協議会での協議結果に基づき策定した生活

交通確保維持改善計画において維持が必要とされた広域的・幹線的路線であって、国土交通大臣が認定したものをい

う。「維持率」とは、国土交通大臣が認定した地域間幹線系統（毎年度認定）に対して引き続き運行されている当該

系統（翌年度末）の割合。 

 （分子）＝評価年度末に引き続き運行されている地域間幹線系統数 

 （分母）＝評価前年度に国土交通大臣が認定した地域間幹線系統数 

 

・初期値 

 分子：１，８６５系統 

 分母：１，９２０系統 

 

・直近値 

 分子：１，５９９系統 

 分母：１，６２１系統 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

協議会策定の計画において維持が必要とされ、国が支援することとした地域間幹線系統が維持されることを目指す。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 総務省（地方財政措置） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：％ 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

９８．６ ９８．３ ９８．６ ９８．５ ９８．６ 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００％（平成３０年度） 

実績値：９８．６％（平成３０年度） 

初期値：９７．１％（平成２０年度） 



主な事務事業等の概要 

生活交通路線維持対策の実施 

国と地方の適切な役割分担のもと、地域協議会において維持・確保が必要と認められ、国が定める基準に適合する

広域的・幹線的路線に対してその維持対策費を補助する。 

・地域公共交通確保維持改善事業 予算額 209 億円の内数（平成 30 年度当初） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 13 年度から国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援してきており、平成 30

年度の実績値は９８．６％である。 

これは、国が認定した平成 29 年 9 月末の系統数 1,621 系統のうち、平成 31 年 3 月末までに 22 系統が廃止とな

ったためであるが、その内訳は、地域の関係者による協議を通じた類似系統の再編（13 系統）等によるもので、実

質的には地域の生活交通は確保されており、毎年度ほぼ同じ割合で推移しているため、地域公共交通の維持という

アウトカムは一定程度達成されているものと考えられる。「地域公共交通確保維持改善事業」に加え、平成 31 年度

に都道府県の条例で定める路線におけるバス車両に係る税制特例措置が延長されたことから、これらの制度を有効

に活用することで実績値は増加するものと考えられるが、目標年度に目標値の達成はできなかった。 

なお、国及び地方公共団体の補助によるもののほかに、バス事業者の自助努力により、地域の足の確保が図られ

てきているが、バス事業者を取り巻く経営環境は依然厳しいことから、利用者数の減少の著しい系統や運行区間が

重複している系統を再編することにより運行コストの低減が図られているところである。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 30 年度においても国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援し、生活交通路

線維持対策を引き続き行っており、「地域公共交通確保維持改善事業」として 1,581 系統の補助を行った。 

 平成 26 年度に実施した政策アセスメント（平成 27 年度概算予算要求）である「ビッグデータの活用等による地

方路線バス事業の経営革新支援」の事後評価については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平

成 30 年度は、目標値である 100％を達成していないが、上述のとおり実質的には地域の生活交通は確保されており、

毎年度ほぼ同じ割合で推移している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実質的に地域の生活交通は確保されているものの、業績指標の実績値が目標値を達成できていないことから、

「Ｂ」と評価した。 

地方バス路線に関しては、「地域公共交通確保維持改善事業」に加え、平成 31 年度に都道府県の条例で定める路

線におけるバス車両に係る税制特例措置が延長されたことから、地域特性や実情に対応した最適な地域公共交通の

ネットワークの確保・維持を可能とするため、地域公共交通ネットワークを形成する地域間幹線系統の運行を支援

しているところ。 

国土交通省としては、今後の人口減少が見込まれる中で、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成のため、

地域の関係者に対して、地域の特性を十分踏まえた生産性向上のための取組の推進を促し、当該事業により、最適

な地域公共交通のネットワークの確保・維持が行われるよう、効率的・効果的に支援を行うとともに、引き続き、

地域の生活交通に支障が生じないよう、地域協議会に参画していくなどして支援を行って参りたい。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 早船 文久） 

関係課： 総合政策局 情報政策課 

 



業績指標１０９ 

 航路、航空路が確保されている有人離島の割合（①航路*、②航空路*) 

 

 

（指標の定義） 

① 分母は架橋等されていない及び海上公共交通に依存している有人離島、分子は海上運送法に規定する旅客定期

航路または不定期航路が確保されている離島。 

② 平成 24 年度において航空輸送が確保されている空港を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると概ね

２時間以上かかる有人離島（北海道２空港、東京都５空港、島根県１空港、長崎県３空港、鹿児島県６空港、

沖縄県８空港）のうち、当該年度で航空輸送が確保されている離島の割合。 

（分子）＝当該年度において航空輸送が確保されている離島数 

（分母）＝平成 24 年度において航空輸送が確保されている空港を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動

すると概ね２時間以上かかる有人離島数 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 離島住民の生活の足として公共交通を確保するため、有人離島の交通手段確保に向けた取組状況を測る指標と

して、現存する離島航路を今後とも確実に維持すべく設定。 

② 生活交通手段として航空輸送が必要な離島について、その維持を図ることにより、住民の生活の足を確保する

ことを目標とする。また長期的にも 100％を維持することを目標とする。 

（外部要因） 

① 特記事項なし 

② ・船舶等代替交通機関へのシフト 

・就航に適した機材の欠如 

（他の関係主体） 

① ・地方公共団体（事業主体） 

・民間事業者（事業主体） 

② ・都道府県（国と協調または独自で離島航空路線維持対策を実施） 

・航空運送事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

① １００％ ① １００％ ① １００％ ① １００％ ① １００％ 

② １００％ ② １００％ ②  ９６％ ② １００％ ②  ９６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

① Ａ 

② Ｂ 

① 目標値：１００％ （令和２年度） 

実績値：１００％ （平成３０年度） 

初期値：１００％ （平成２４年度） 

② 目標値：１００％ （令和２年度） 

実績値：  ９６％ （平成３０年度） 

初期値：１００％ （平成２３年度） 



主な事務事業等の概要 

① ・離島航路の維持・改善を図り、民生の安定及び向上に資するため、離島航路事業者に対し、その欠損の一部 

を支援する。 

・離島航路の安定的運航、利便性を図り、もって、離島における生活・生産条件の格差是正及び離島の産業振 

興等に資するため、公設民営化のための船舶買取・建造や省エネ化・小型化への代替建造を行う場合に、その 

建造費の一部を支援する。 

② 離島住民の日常生活に重要な役割を果たしている離島航空路について、安定的な輸送の確保のため運航費補助を

実施するとともに、人の往来に要する費用の低廉化のため離島住民運賃割引を実施。 

※平成 30 年度予算額：地域公共交通確保維持改善事業 220 億円の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 平成３０年度の架橋等されていない及び海上公共交通に依存している有人離島において、旅客定期航路また

は不定期航路が確保されたことから、実績値は１００％で順調である。 

② 対象となる 25 の有人離島のうち、１つの有人離島について航空輸送が確保されていない状況となっており、 

運航再開の時期についても具体化していないことから、順調でない。 

当該離島において航空輸送が確保されていないのは、運送事業者が平成 27 年に当該離島空港において事故

を起こし、安全管理体制上の問題等から事業改善命令が発出されたこと等から長期間運航できない状態とな

り、平成 30 年１月から一時的に運航を再開したものの、損失見込みが過大であることから 30 年４月以降同

路線の運航が再び休止していることによるものである。 

（事務事業等の実施状況） 

① ・平成３０年度離島航路運営費補助６３．４億円を確保し、１２０航路１０８事業者に交付した。 

・平成３０年度離島航路構造改革補助６．３億円を確保し、２０事業者に交付した。 

② 平成 30 年度は、５事業者 13 航空路に対して補助を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①  離島航路の運営費補助及び構造改革補助を積極的に活用することにより、離島住民の唯一の生活航路の確

保を図ってきたところであり、１００％を維持するとの目標を達成していることから、「Ａ」と評価した。 

 今後も、離島航路事業者の経営状況は人口の減少、高齢化の進展等により、さらに厳しい状況にあるが、 

引き続き離島航路の維持のために必要な支援をする。 

②  平成 30 年度は、上記のとおり一部の有人離島において航空輸送が確保されず、実績値が 96%となったため、

「Ｂ」評価とした。 

 離島航空路線は、離島住民の日常生活及び経済活動に必要な交通手段であり、競争力が弱く、コスト面で

割高な離島航空路線の維持には、国による最低限の支援措置が必要不可欠であることから、現在の施策を維

持するとともに、効果的な支援について引き続き検討し、目標達成を目指す。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局内航課（課長 秋田 未樹） 

    航空局航空ネットワーク部航空事業課地方航空活性化推進室（室長：植木 隆央） 

関係課：  

 



業績指標１１０ 

 鉄道事業再構築実施計画（鉄道の上下分離等）の認定件数* 

 

 

（指標の定義） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、鉄道の上下分離等のために地方自治体と鉄道事業者が共同

で作成する「鉄道事業再構築事業実施計画」について、国土交通大臣が認定した件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

経営の厳しい地域鉄道を存続させるための公有民営方式の導入状況を測る指標として、これまでの伸び率を踏まえ

つつ、今後の取組を見込んで令和２年度までに１０件の認定を目標とする。 

（外部要因） 

地元関係者間での協議 

（他の関係主体） 

 地方公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会（地域公共交通網形成計画を作成しようとする地

方公共団体、関係する公共交通事業者など） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

６ ６ ８ ９ １０ 
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（件） 鉄道事業再構築事業実施計画の認定件数

 
 

 

主な事務事業等の概要 

【鉄道事業再構築事業】 

継続が困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象として、地方公共団体等と鉄道事業者が共同で鉄道事

業再構築事業の計画を作成し、国土交通大臣が認定を行っている。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１０件 （令和２年度） 

実績値：１０件 （平成３０年度） 

初期値：４件  （平成２５年度） 



○過去の認定案件 

・福井鉄道（株）、福井市、鯖江市、越前市、福井県への認定（平成２１年２月２４日） 

・若桜町、八頭町、若桜鉄道（株）への認定（平成２１年３月１３日） 

・三陸鉄道（株）、岩手県及び関係１２市町村への認定（平成２１年１１月３０日） 

 三陸鉄道（株）、岩手県及び関係１２市町村に対する計画の変更認定（平成２６年３月２８日） 

・甲賀市、信楽高原鐵道（株）、滋賀県への認定（平成２５年３月４日） 

・北近畿タンゴ鉄道（株）、WILLER TRAINS（株）及び関係９自治体への認定、四日市市及び四日市あすなろう鉄道（株）

への認定（平成２７年３月１１日） 

・山形鉄道（株）、長井市、南陽市、白鷹町及び川西町への認定（平成２８年１１月１４日） 

・伊賀市、伊賀鉄道（株）への認定（平成２９年３月１５日） 

・（一社）養老線管理機構、養老鉄道（株）、大垣市、海津市、養老町、神戸町、揖斐川町、池田町、桑名市への認定

（平成２９年１２月２１日） 

・三陸鉄道(株)、関係１２市町村、岩手県、東日本旅客鉄道（株）への認定 （平成３１年１月３１日） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 継続が困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象として、地方公共団体等と鉄道事業者が共同で鉄道

事業再構築事業の計画の作成に向けて検討をしていただいた結果、鉄道事業再構築事業実施計画の申請に至るケー

スが着実に増加しており、順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２０年に地域公共交通活性化再生法が改正されて鉄道事業再構築事業が創設されて以降、同事業を実施する

ための鉄道事業再構築実施計画が平成３０年度までに１０件作成され、国土交通大臣が認定を行っている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標について、平成３０年度までの認定件数が目標値に達しており、着実に進んでいることからＡ評価とし

た。 

 令和元年度以降についても、鉄道事業再構築事業実施計画の策定を検討している自治体及び事業者に対して助言

を行い、地域鉄道の活性化を推進していくこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室（室長 西尾 佳章） 

 



業績指標１１１ 

 デマンド交通の導入数 

 

 

（指標の定義） 

地域の生活の足を確保する観点で、デマンド交通を導入している市町村数を用いる。 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 バス・タクシー事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）「その際、自治体と民間事業者の役割分担を明確にした上で、 

  公有民営方式やデマンド交通、教育、社会福祉施策との連携など多様な手法・交通手段を活用し、駐車場の 

  適正配置等とも組み合わせながら、それぞれの地域における徒歩や自転車も含めたベストミックスを実現する 

  ことを目指す。」第２章．基本方針Ａ．目標① 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：市町村 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

３３８ ３６２ ５１６ ５３５ ５５５ 

 

 

 

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：７００市町村（令和２年度） 

実績値：５５５市町村（平成３０年度） 

初期値：３１１市町村（平成２５年度） 



主な事務事業等の概要 

市町村で人口減少や少子高齢化に伴い地域の生活交通の維持が困難となる中で、地域の足を確保する手段として、

デマンド交通（利用者の要望に応じて、機動的にルートを迂回したり、利用希望のある地点まで送迎したりするバス

や乗合タクシー等）の導入を進めている。 

・地域公共交通確保維持改善事業 予算額２１４億円の内数（平成２９年度当初） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調である。平成３０年度の実績値は集計中であるが、デマンド交通を導入した市町村数は、平成２９年度に５

３５市町村と前年度から若干伸びの鈍化は見られるものの、前年度に引き続き、目標達成に向け想定していた伸び

率を上回るトレンドを示しており、目標年度において目標達成が見込まれる。 

鉄道や路線バスなどの公共交通が十分にない地域（交通空白地域）が拡大する中、デマンド交通はその状況を解

消するための有効な手段のひとつとして導入促進が図られているところである。タクシー事業者による協力の強化

や、地域公共交通確保維持改善事業の有効活用により、実績値は更に増加するものと考えられる。 

（事務事業等の実施状況） 

地域公共交通確保維持改善事業により補助を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

デマンド交通を導入した市町村数は、目標初期値の平成２５年度からは増加傾向にあり、平成２９年度の実績値

は前年度から若干伸びの鈍化は見られるものの、前年度に引き続き、目標達成に向け想定していた伸び率を上回る

トレンドを示しており、目標年度において目標達成が見込まれるため、Ａ評価とした。 

乗合バス事業者の廃止路線キロが年々増加傾向にあり、交通空白地域の拡大が進む中で、地方バス路線の維持を

図りつつ、バス路線の合理化を図るための代替交通手段のひとつとして、また、交通空白地域内で確保する交通手

段のひとつとして、デマンド交通の導入促進を引き続き進めていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 早船 文久） 

関係課：  

 



業績指標１１２ 

LRT の導入割合（低床式路面電車の導入割合） 

 

 

（指標の定義） 

軌道事業者が保有する路面電車の全車両のうち、低床式路面電車の車両（ＬＲＶ）の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

自家用車から公共交通機関への転換による道路交通の円滑化を促進するための施策の進捗状況を測る指標として、

これまでの伸び率を踏まえつつ、今後の取り組みを見込んで設定 

（外部要因） 

地元関係者間での協議 

（他の関係主体） 

 ＬＲＴプロジェクト推進協議会（鉄軌道事業者、関係地方公共団体など） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

２４．６％ ２６．３％ ２７．１％ ２８．６％ ３０．４％ ３２．４％ 
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（％） LRTの導入割合（低床式路面電車の導入割合）

 
 

主な事務事業等の概要 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金（交通サービス利便向上促進事業） 

訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上の促進を図るため、公共交通の利用環境改善（ＬＲＴ導入）を 

支援 

  予算額：８，５３２百万円の内数（平成３０年度） 

（税制特例） 

・低床型路面電車に係る特例措置 

  固定資産税 ５年度分１／３ 減収額 ２６百万円（平成２９年度） 

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：３５％（令和２年度） 

実績値：３２．４％（平成３０年度） 

初期値：２４．６％（平成２５年度） 



 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の導入実績及び今後の導入予見込みを勘案するとともに、事業者に対する国の支援を実施することにより、 

目標年度に目標値を達成すると見込まれ、順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２９年度は低床式車両が全事業者で１４両（すべて補助対象）導入されたことにより、実績値が前年度に 

比べ１．２％増加しており、順調であったと評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標について、ＬＲＴの導入割合は着実に増加しており順調に推移していることからＡ評価とした。 

・令和元年度以降についても、上記補助金を活用しながら軌道事業者のＬＲＴ導入を支援していくこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室（室長 西尾 佳章） 

 


